
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯区分 

 

及び 

 

補助額 

（千円未満切捨） 

■市外移住世帯 
市外から市内に住所を異動し、空き家住宅を取得してから 

１０年以上定住しようとする世帯 
 

 

 

■子育て世帯 
・多子世帯 ………… １８歳以下(※)２子以上と同居 

・三世代同居世帯 … １８歳以下(※)１子以上と親と祖父母等が同居 
(※) １８歳以下とは、平成１８年４月２日以降に生まれた子をいいます。 

 

 

 

■一般世帯 
上記のいずれにも該当しない世帯 

 

 

対象工事 

・断熱化工事       ・バリアフリー化工事 

・克雪対策工事      ・耐震化工事 

※詳しくは別紙「工事分類表」をご覧ください。 

上記対象工事費（税抜）が２０万円以上の工事 

制度内容に変更があります。ご注意ください！ 

・新築住宅（建築後１年未満の住宅）の改修 

※敷地への消雪、融雪設備敷設等も対象外となります。 

・塗装工事全般  

※屋根、外壁等の断熱、遮熱、滑雪塗装の場合も対象外となります。 

・住宅設備機器の設置、交換 

  ※対象工事に伴った設置、交換の場合も対象外となります。 

（ただし、段差解消に伴うユニットバスへの交換及び便器の交換を除く。） 

・風除室設置工事 

・太陽光発電設備等の設置 

・市外移住世帯が行う敷地への消雪、融雪設備敷設 

◎詳しくは別紙「工事分類表」をご覧ください。 

申し込みの受付開始・・・・令和６年４月１日（月） 

実績報告書の提出期限・・・令和７年３月１９日（水） 

世帯区分に応じて補助率・上限額が変わります。 

 

 

以下は対象外となりますのでご注意ください。 

対象工事費(税抜)の 

 

上限額 

 

対象工事費(税抜)の 

 

上限額 

 

対象工事費(税抜)の 

 

上限額 

 

お問い合わせ先   大仙市建設部 建築住宅課  TEL：０１８７-６６-４９０９ 

          大仙市大曲日の出町２-８-４ 大曲南庁舎２階 



◎対象条件 

1．大仙市の住民基本台帳に登録されている方で市内に住んでいる方、又は移住を予定している方。 

2．申請者が現在住んでいる、又は移住予定の既存の住宅（建築後１年以上経過）であること。 

3．店舗、事務所等と住宅を併用している場合は、住居部分が延べ面積の１/２ を超えるもの。 

4．賃貸借住宅等の場合は、申請者が住んでいる専有部分のみ対象。物置、車庫等の非住宅部分は対象外。 

5．申請者及び申請者と同居する家族が市税を滞納していないこと。 

6．大仙市内に事業所を置く法人、又は市内に住んでいる個人が請負う工事。市外移住世帯は市外業者等でも可。 

7．対象工事費（税抜）が２０万円以上であること。 

8．申込み時に工事に着手していないこと。申込みの前に工事に着手している又は工事が完了している場合は対象外。 

 

※補助上限額に関わらず申請は一度限りです。ただし、平成30年度以前に申請したことがある方は、再度申請が可能です。 

  平成３１年度～令和５年度に申請された方は申請できません。 

【注意事項】 

・市、又は市が加入する団体から補助金の交付を受ける場合、その補助金を受ける工事部分は本事業の対象外となります。 

ただし、大仙市木造住宅耐震改修補助金については、併用可能です。 

・過去の申請状況、施工業者、工事内容、工事箇所によっては、対象外となる場合があります。 

 

◎補助金交付の流れ 

 

      ・工事着工前 

＜必要書類＞ 

・大仙市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書（様式第１号） 

・大仙市住宅リフォーム支援事業工事費内訳明細書（様式第２号） 

・施工業者の作成した工事見積書 

・住宅の位置図（住宅の所在地がわかるもの） 

・工事施工箇所の写真（施工前のもの） 

・住民票謄本（世帯全員（世帯分離分も含む）の続柄及び前住所が記載されたもの） 

・納税証明書（申請者及び申請者と同居する世帯員が市税を滞納していないことを証する書類） 

・補助金振込口座の通帳の写し等（申請者本人名義のものに限る） 

 

・製品カタログ又は製品仕様書等（工事分類表の「カタログ等」欄に記載がある場合） 

・図面（増改築又は大規模な内部改修を伴う工事を行う場合） 

・建築確認済証の写し（建築基準法にかかる確認が必要な場合） 

・中古住宅の空き家期間証明書（世帯区分が市外移住世帯の場合） 

    

申請内容に不備がなければ、大仙市住宅リフォーム支援事業補助金交付決定通知書（様式第３号）を 

郵送します。交付決定通知書が届いてから着工してください。 

       施工中及び隠ぺい部（工事完成後見えなくなる部分） の写真は忘れずに撮ってください。 

       ※写真等が不足し、工事内容が確認できない場合、補助金交付ができない可能性があります。 

 

・申請内容に変更がある場合 

＜必要書類＞ 

・大仙市住宅リフォーム支援事業補助金変更交付申請書（様式第５号） 

・大仙市住宅リフォーム支援事業工事費変更内訳明細書（様式第６号） 

・施工業者の作成した見積書（変更部分がわかるもの） 

・工事施工箇所の写真（変更部分の施工前のもの） 

 

      ・工事完成後 

＜必要書類＞ 

・大仙市住宅リフォーム支援事業補助金実績報告書（様式第８号） 

・工事実績内訳書（様式任意、工事内容に変更がない場合は様式第２号で可） 

・施工箇所の写真（施行後及び施工中。特に隠ぺい部の施行中は必須） 

・工事代金の領収書及び当該領収書の写し 

・建築基準法の規定による確認済証を受けたときは、同法の規定に基づき交付された検査済証の写し 

・市内外からの移住予定者の場合は申請住所地の住民票謄本（世帯全員の続柄及び前住所が記載されたもの） 

・市外からの移住予定者の場合は納税証明書（１８歳以上の世帯全員分） 

 

実績報告書提出後、必要に応じて市職員が完成検査に伺います。 

検査日程は後日ご連絡します。 

 

検査終了後、大仙市住宅リフォーム支援事業補助金額確定通知書（様式第 9 号）を郵送します。 

請求書に、住所、氏名、振込先をご記入の上、お近くの窓口までご提出ください。 

※確定通知書送付から約１ヶ月後に入金されます。 

 入金が確認できない場合は建築住宅課までお問い合わせください。 
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